
議
第
百
四
十
五
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の

に
つ
い
て

条
例

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
三
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

（
岐
阜
県
証
紙
条
例
の
廃
止
）

第
一
条

岐
阜
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

岐
阜
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号

と
す
る
。

第
百
六
十
一
条
中
「
受
け
た
」
を
「
受
け
る
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
中
「
岐
阜
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号
）
の
例
に
よ
る
」
を
「
狩
猟

税
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
規
則
で
定
め
る
書
類
に
納
税
済
印
を
押
印
す
る
方
法
に
よ
る
」
に

改
め
る
。

第
百
六
十
四
条
の
見
出
し
中
「
証
紙
徴
収
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
県
が
発
行
す
る
証
紙
を
は

り
、
狩
猟
者
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
知
事
に
提
出
し
」
を
「
を
知
事
に
提
出
し
、
及
び
狩
猟
税
額
に

相
当
す
る
現
金
を
納
付
し
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岐
阜
県
証
紙
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
り
県
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
証
紙
条
例
（
以
下
「
旧
証
紙
条
例
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
知
事
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
売
り
さ
ば
き
人
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条

第
二
項
の
知
事
の
承
認
を
受
け
た
者
か
ら
売
り
さ
ば
き
を
受
け
た
証
紙
（
消
印
さ
れ
た
も
の
又
は
著
し
く
汚
染

し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
「
売
り
さ
ば
き
済
証
紙
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
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よ
り
使
用
料
又
は
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

売
り
さ
ば
き
済
証
紙
を
保
有
す
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ

を
知
事
に
返
還
し
て
当
該
売
り
さ
ば
き
済
証
紙
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る
現
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

売
り
さ
ば
き
済
証
紙
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
他
の
証
紙
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
指
定
売
り
さ
ば
き
人
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
証
紙
（
旧
証
紙
条
例
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
売
り
さ
ば
き
を
さ
せ
て
い
た
も
の
を
含
み
、
消
印
さ
れ
た
も
の
又
は
著
し
く
汚
染

し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
施
行
日
以
後
遅
滞
な
く
、
知
事

に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
証

紙
を
返
還
し
た
者
に
対
し
、
当
該
証
紙
の
額
面
金
額
か
ら
当
該
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
手

数
料
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
現
金
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

６

狩
猟
税
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
（
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
狩
猟
税
を
納
付
し
よ
う
と
す
る

者
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
そ
の
税
額
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

提

案

説

明

使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
を
廃
止
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定

め
よ
う
と
す
る
。


